
令和 4 年 3 月

令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

＊1　乗船効率 ＝ 延人キロ ／ （ 運航キロ × 平均乗船定員 ） × 100

（３）料金水準の検討

H30 H31 R2

H30 H31 R2

H30 H31 R2

H30 H31 R2

＊2　ここでいう資金不足比率とは、地方財政法による資金不足比率を指し、以下の算式により算出するものとする。

資金不足比率〔法適用企業の場合〕　　 =　（地方財政法施行令第15条第１項により算定した資金の不足額）／（（営業収益）－（受託工事収益）） ×100

資金不足比率〔法非適用企業の場合〕　=　（地方財政法施行令第16条第１項により算定した資金の不足額）／（（営業収益）－（受託工事収益）） ×100

（１）事業形態等

別添４－４

佐世保市船舶運航事業経営戦略

団 体 名 ： 佐世保市

事 業 名 ： 船舶運航事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

運 航 路 線 数 1本 平 均 船 齢 8年

年 間 運 航 キ ロ 18千㎞ 乗 船 効 率
＊ 1 3.6%

職 員 数 5人 年 間 輸 送 人 員 数 5千人

営 業 航 路 19.5㎞ 在 籍 船 舶 数 1隻

実　　  施 平成26年4月1日 佐世保市営交通船条例

（４）現在の経営状況

料 金 収 入
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

1,280千円 1,430千円 1,128千円

平成２３年度に策定した「航路改善計画」の中で、他航路との比較、アンケートの実施等を行い普通旅客運賃の改定を行ったため、今後も現状の料
金水準を維持していくこととする。

（２）料金形態

年　　月　　日 制　度　及　び　賃　率

上限認可 平成26年4月1日 海上運送法

資 金 不 足 比 率
＊ 2

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
 ―                  %  ―                  %  ―                  %

【上記の指標等を踏まえた現在の経営状況の分析】

95.0%

純 損 益 （ 又 は 実 質 収 支 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

-10,857千円 2,147千円 -1,663千円

法適用（全部適用・一部適
用）・法非適用の区分

法非適用

運賃収入が少ないため、国庫補助金、県補助金及び平成21年度に当時の燃油高騰による経営悪化の緊急経済対策として、
国から交付を受けた補助金の繰越金により経営の均衡を保っている。

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

83.3% 106.7%



２．将来の事業環境

（１） 利用者数の予測

（２） 料金収入の予測

（３） 船舶更新時期の見通し

３．経営の基本方針

　本航路は、寺島地区の生活航路である。令和4年1月31日現在、寺島の住民は9人となっており、そのうち６５歳以上が7人を
占めている。平成25年度に10人を切ってからは、6人から8人で推移している。今後も人口が増えるとは考えにくいことから、寺
島地区住民の利用者は増えないと予測できる。
　平成23年度から令和2年度までの利用者数は、平成24年度が最も多く6,724人、最も少ないのは翌25年度の5,063人である
が、これは就航率が低かったのが原因と考えられる。コロナの影響を受けた令和2年度も5,140人となっており、コロナの影響が
なければそこまでの落ち込みはなかったものと推測できる。この10年間は、極端な利用者の減少には至っていない。現在、宇
久島及び寺島で太陽光発電事業、風力発電事業が計画されており、作業員等の利用が増えていることが一因である。今後の
事業によっては増加に転じることも予想できる。

　所有する現船舶「みつしま」は4代目で、平成25年6月に就航している。「みつしま」を建造するにあたり、寺島地区の人口減少
による利用者数の減、船員の定数削減、燃料の削減及び修繕費の効率化等を考慮し、前船の29トンから19トンへ小型化して
いる。船齢８年目となり、令和5年度にオーバーホールを行うことになる。
　船舶の更新時期としては、その５年後の令和１０年度が候補となるが、寺島の人口等を考慮すると現時点で計画することは
難しいことから、本計画には計上していない。

　運賃収入は、旅客運賃と荷物運賃とあるがほとんどが旅客運賃である。金額は、平成23年度から令和2年度までの10年間で
は、平成23年度の1,648千円が最も多く、令和2年度の1,068千円が最も少なくなっている。これは、コロナの影響を受け、神浦・
柳（小値賀町）間の利用者が減ったことが原因である。
　利用者数の予測と同様に、この間の数字で推移すると思われる。

　本航路は、宇久島と寺島を結ぶ唯一の生活航路であり、寺島住民にとっては、生活物資の買い物、通院、福祉施設の利用
等のため必要不可欠である。また、平成29年4月1日から施行された、有人国境離島新法では、国境にある有人島を無人島に
しないことを最大の目的としているため、寺島の無人島化を防ぎ航路の維持に努めたい。加えて、柳港（小値賀町）へも航路を
運航していることから、効率的な運用、利用促進について小値賀町とも協同していく必要がある。
　しかしながら、赤字の離島航路であり、国県の補助金に依存せざるを得ない収支構造となっている。引き続き、経営改善を
行ったとしても黒字になることは不可能であり、航路を維持するためには、今まで同様公的な支援に頼らざるを得ない状況であ
る。
　経営の基本方針としては、運賃収入の確保には努めるものの、劇的な増は見込めないことから、支出をいかに削減するかと
いうことになる。支出は、人件費、燃料費、修繕費が主なものである。人件費は、再任用、会計年度任用職員を採用し経費の
削減に努めている。燃料費は、今後ダイヤの改正による減便及び船舶の更新時に更なる小型化を検討し、削減につなげる。
また、修繕費については日頃からのメンテナンスを心がけ外注を減らし削減するなど、赤字の縮小を図っていく。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　①収支計画のうち投資についての説明

　②収支計画のうち財源についての説明

　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュール等を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内
容等を記載すること。

　修繕費については、令和5年度と令和10年度のオーバーホール年度を除いて、令和4年度の予算見込み5,401千円と同額を
計上している。
　人件費については、定年退職者の補充として再任用職員や現会計年度任用職員を採用し削減に努めている。しかしながら、
令和3年度を持って、正規職員１名が定年になり、正規職員がいなくなることから、令和4年度に正規職員1名を募集し令和5年
度から採用する計画で予算計上している。具体的には、令和4年度は再任用職員1名、会計年度任用職員3名、令和5年度から
令和8年度までは正規職員1名、再任用職員1名、会計年度任用職員2名、令和9年度から令和13年度までは正規職員1名、会
計年度任用職員3名体制である。

　今回、本計画に計上していないのは船舶の更新である。計画最終年度の13年度は船齢18年となるが、現時点で寺島の人口
を予想する中、更新する計画を立てられていない。また、船員を確保するのも困難な状況となることも懸念される。今後は、民
間への委託も視野に検討していく必要がある。その折は、住民のための物資の輸送が必要であるため、１日１便は確保する必
要がある。
　なお、今後、緊急時や非常時の対応として、ドローンでの生活物資・医薬品の輸送や、オンライン診療の環境整備など、検討
していく必要がある。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略については５年を目途に見直し更新を行う（ただし、計画への影響が著しく大
きい外的要因等があった場合は適宜）。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　現在の船舶については、長寿命化を図りながら維持することとし、令和13年度までの新船の建造は計画していない。
令和5年度と令和10年度にオーバーホール費として、各々8,500千円を計上している。

　本航路は、寺島地区の生活航路であることから、年間を通じた主な利用者は寺島住民であり、今後の人口を考慮し、料金収
入を1,292千円としている。
　今後も事業者単独での航路維持は困難であり、本航路維持のためには、国庫及び県補助金に頼った収支計画となってい
る。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 R2

区 分 （ 決 算 ）

1 (A) 31,812 41,993 45,245 53,422 44,001 44,001 44,001 43,920 52,420 43,920 43,920 43,920

（１） (B) 1,128 1,435 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

ア 1,128 1,435 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

イ (C)

ウ

（２） 30,684 40,558 43,953 52,130 42,709 42,709 42,709 42,628 51,128 42,628 42,628 42,628

ア

イ 30,684 40,558 43,953 52,130 42,709 42,709 42,709 42,628 51,128 42,628 42,628 42,628

２ (D) 33,475 43,089 45,245 53,422 44,001 44,001 44,001 43,920 52,420 43,920 43,920 43,920

（１） 33,475 43,089 45,245 53,422 44,001 44,001 44,001 43,920 52,420 43,920 43,920 43,920

ア 13,029 18,035 19,185 20,903 16,251 16,251 16,251 16,170 16,170 16,170 16,170 16,170

イ 20,446 25,054 26,060 32,519 27,750 27,750 27,750 27,750 36,250 27,750 27,750 27,750

（２）

ア

イ

３ (E) △ 1,663 △ 1,096

1 (F)

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G)

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I)

R12

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

R13

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

R3
(決算見込)

R4
（予算）

R5 R6 R7 R8

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

R9 R10 R11

営 業 外 費 用

支 払 利 息



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 R2

区 分 （ 決 算 ）
R12 R13R3

(決算見込)

R4
（予算）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

(J) △ 1,663 △ 1,096

(K)

(L) 16,485 14,822 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726

(M)

(N) 14,822 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726

(O)

(P) 14,822 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726 13,726

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 1,128 1,435 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 R2

区 分 （ 決 算 ）

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

合 計

R8 R9 R10 R11 R13

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

R3
(予算)

R4 R5 R6 R7 R12

100.0

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 95.0

赤 字 比 率 （ ×100 ）

100.0 100.0 100.0

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金


